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   大阪狭山市の給与・定員管理等について 
１ 総括 
 
(1) 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
住民基本台帳人口 

 (H24年度末) 

歳 出 額 

        Ａ 
実質収支 

人 件 費 

      Ｂ 

人件費率 

 Ｂ／Ａ 

(参考) 

H23年度の 

人件費率 

H24年度 
 

57,652人 

千円 

18,406,723 

千円 

840,381 

千円 

4,087,236 

％ 

22.2 

％ 

22.4 

（注） 人件費には、特別職に支給される給料・報酬などを含んでいます。 
 
(2) 職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 
職員数 

Ａ 

給     与     費 
一人当たり 

給 与 費 

Ｂ／Ａ 

（参考） 

類似団体平均 

一人当たり 

給 与 費 
給  料 職員手当 

期 末 ・ 

勤勉手当 

計 

  Ｂ 

H24年度 373人 
千円 

1,447,652 

千円 

414,517  

千円 

581,932  

千円 

2,444,101  

千円 

6,552  

千円 

5,935 

（注） １ 職員手当には退職手当を含んでいません。 
２ 職員数は、平成２４年４月１日現在の普通会計に属する人数です。 
３ 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、 

職員数には当該職員を含んでいません。 
 
(3) 特記事項（給与削減措置の状況）  

・特別職等の給与削減措置の実施（平成 19 年 7月～平成 23 年 3 月・同 7月～平成 27 年 3 月） 

市長、副市長及び教育長の給与を 10％削減しています。 

国の要請等を踏まえた減額措置の取組 減額実施期間または減額を実施していない場合はその理由 

未実施 本市では、過去の人員削減や給与カット等により、国を上回

る総人件費の削減をすでに実施しているため。 

抑制済または減額措置の内容 

未実施 
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(4) ラスパイレス指数の状況 
 

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国

の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用

職員の俸給月額を100として計算した指数です。  

   ２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したも

のです。 
   ３ 参考値は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置が無いとし

た場合の値（減額前）です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 
 
(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２５年４月１日現在） 

① 一般行政職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 
大阪狭山市 ４２．８歳 ３３０，５４４円 ４２８，４６６円 ４０６，４２１円 

大 阪 府 ４２．９歳 ３０７，３１７円 ４１３，６３３円 ３６１，０７２円 

国 ４３．１歳 
３０７，２２０円 

（３３２，４４６円） 
― 

３７６，２５７円 
（４０５，４６３円） 

類似団体 ４２．８歳 ３２５，０４５円 ３８８，４３５円 ３５９，８３２円 

 

H20.4.1 
96.3 

H25.4.1 
107.9 

H25.4.1 
※参考値 
99.7 

H25.7.1 
107.8 

H20.4.1 
97.1 

H25.4.1 
105.8 

H25.4.1 
※参考値 

97.8 

H25.7.1 
102.8 

H20.4.1 
98.3 

H25.4.1 
106.6 

H25.4.1 
※参考値 
98.5 

H25.7.1 
104.0 
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② 技能労務職 

区 分 

公  務  員 民  間 

平均年齢 職員数 平均給料月額 
平均給与月額 

(A) 
平均給与月額 
（国比較ベース） 

対応する民間

の類似職種 
平均年齢 

平均給与月額 

(B) 

大阪狭山市 43.7 歳 15 341,480 円 418,145 円 403,994 円 ― ― ― 

 

うち清掃職員 41.2 歳 8 328,975 円 403,386 円 383,942 円 
廃棄物処理業 

（男女） 
44.6 歳 290,600 円 

うち学校給食員 53.8 歳 2 386,100 円 465,705 円 454,405 円 
調理師 

（男女） 
41.3 歳 270,000 円 

うち用務員 43.6 歳 5 343,640 円 422,738 円 415,914 円 
用務員 

（男女） 
53.7 歳 202,700 円 

大 阪 府 49.9 歳 718 302,563 円 386,776 円 353,592 円 ― ― ― 

国 49.9 歳 ― 
272,119 円 

(286,850 円) 
― 

309,534 円 

(325,400 円) 
― ― ― 

類似団体 49.3 歳 ― 315,491 円 350,999 円 336,134 円 ― ― ― 

 

区 分 

参   考 

年収ベース（試算値）の比較 

A/B 
公務員 

(C) 

民間 

(D) 
C/D 

大阪狭山市 ― ― ― ― 

 

うち清掃職員 1.39 6,388,232 円 3,980,600 円 1.60 

うち学校給食員 1.72 7,576,660 円 3,593,200 円 2.11 

うち用務員 2.09 6,770,456 円 2,809,400 円 2.41 

※民間データは、「賃金構造基本統計調査」（賃金センサス）において公表されているデータを使用しています。 

 （平成２２年度から平成２４年度までの３か年平均） 

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一

致しているものではありません。 

※年収ベースの「公務員(C)」及び「民間(D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、

公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額

を加えた試算値です。 

 
③ 教 育 職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
大阪狭山市 ４４．８歳 ３５１，３４３円 ４３０，７３０円 

大 阪 府 ４０．８歳 ３１８，９７８円 ３８６，７２１円 

類似団体 ４０．５歳 ３０６，５０６円 ３３６，３０３円 
 （注）１「平均給料月額」とは、平成２５年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。 

２「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手

当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにさ

れているものです。 
また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（時間外勤務手

当等を除いたもの）で算出しています。 
３ 国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国比較ベース）」の括弧書きは、給

与改定・臨時特例法による給与減額措置が無いとした場合の値（減額前）です。 
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(2) 職員の初任給の状況（平成２５年４月１日現在） 

区     分 大阪狭山市 大 阪 府 国 

一般行政職 
大 学 卒 185,800 円 173,436 円 

総合職：172,557(181,200)円 

一般職：163,987(172,200)円 

高 校 卒 155,700 円 140,165 円 133,418(140,100)円 

技能労務職 高 校 卒 ― 144,530 円 ― 

教 育 職 
大 学 卒 185,800 円 193,709 円 ― 

短 大 卒 172,200 円 171,884 円 ― 

（注）国家公務員欄における括弧書きは、給与改定・臨時特例法による給与減額措置が無いとした場合の値 
（減額前）です。 

 
(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２５年４月１日現在） 

区    分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年 

一般行政職 

大学卒 ― ― ３９１，５６７円 ４００，２８０円 

短大卒 ― ３４６，３００円 ― ― 

高校卒 ― ３２８，４００円 ３４９，３００円 ３７６，５３３円 

技能労務職 高校卒 ― ３１５，４００円 ― ― 

教育職 短大卒 ― ３３６，５００円 ― ― 

（注）経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいい、それ以外の

場合は、就職前の職務経験年数を換算し、在職年数に加算した年数をいいます。 
 
３ 一般行政職の級別職員数等の状況 
(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成２５年４月１日現在） 

区 分 標準的な職務内容 
１号給の 

給料月額（円） 

最高号給 

の給料月額（円） 
職員数 構成比 

１級 主事補 １３５，６００ ２４３，７００ １８人 ７．８% 

２級 主 事 １８５，８００ ３０７，８００ ３１人 １３．４% 

３級 主 任 ２２２，９００ ３５４，７００ １８人 ７．８% 

４級 主 査 ２６１，９００ ３８８，３００ ７４人 ３２．１% 

５級 主 幹 ２８９，２００ ４００，６００ ３７人 １６．０% 

６級 課 長 ３２０，６００ ４２２，６００ ３７人 １６．０% 

７級 部 長 ３６６，２００ ４５６，２００ １６人 ６．９% 

計 ２３１人 １００% 

（注）１ 市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 
   ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 
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(2) 昇給への勤務成績の反映状況     一律昇給 
 
４ 職員の手当の状況 
 

(1) 期末手当・勤勉手当 

大阪狭山市 大 阪 府 国 

１人当たり平均支給額 

（H24年度）  １，６４３千円 

１人当たり平均支給額 

（H24年度）  １，５９２千円 
－ 

（H24年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

２．６０月分   １．３５ 月分 

（１．４５）月分（０．６５）月分 

（H24年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

２．６０月分   １．３５ 月分 

（１．４５）月分（０．６５）月分 

（H24年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

２．６０月分   １．３５ 月分 

（１．４５）月分（０．６５）月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による 

加算措置 

・役職加算   ５～２０％ 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による 

加算措置 

・役職加算   ５～２０％ 

・管理職加算 １０～２５％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による 

加算措置 

・役職加算   ５～２０％ 

・管理職加算 １０～２５％ 

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 
【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）   未実施 
 

一律昇給 

7 級 6.9% 

6級 16.0% 

5級 16.0% 

4級 32.1% 

3 級 7.8% 

2級 13.4% 

1 級 7.8% 

7 級 5.6% 

6級 17.6% 

5級 11.6% 

4級 41.6% 

3 級 7.3% 

2級 12.4% 

1 級 3.9% 

7 級 5.2% 

6級 16.3% 

5級 11.6% 

4級 44.2% 

3級 16.3% 

2 級 4.3% 
1 級 2.1% 
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(2) 退職手当（平成２５年４月１日現在） 

大阪狭山市 国 

（支給率）  自己都合    勧奨・定年 

勤続２０年 ２３．０３月分 ２８．７８７５月分 

勤続２５年 ３２．８３月分 ３８．９５５ 月分 

勤続３５年 ４６．５５月分 ５５．８６  月分 

最高限度額 ５５．８６月分 ５５．８６  月分 

 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（2％～20％加算） 

  

1人当たり 
平均支給額   18,347千円  25,922千円 

（支給率）  自己都合    勧奨・定年 

勤続２０年 ２３．０３月分 ２８．７８７５月分 

勤続２５年 ３２．８３月分 ３８．９５５ 月分 

勤続３５年 ４６．５５月分 ５５．８６  月分 

最高限度額 ５５．８６月分 ５５．８６  月分 

 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（2％～20％加算） 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２４年度に退職した職員に支給された平均額です。 
 

(3) 地域手当（平成２５年４月１日現在） 

支 給 実 績（H24年度決算） １７１，９９２千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（H24年度決算） ４２９，９７９ 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

全地域 １０％ ４００人 １０％ 

 

(4) 特殊勤務手当（平成２５年４月１日現在） 
支給実績（H24年度決算）  ３，５８０千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（H24年度決算） ８３，２５６ 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（H24年度）   １０．８ ％ 

手当の種類（手当数） ８種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（H24年度決算） 

左記職員に対 

する支給単価 

市税等徴収手当 

税務G・保険年金G・

高齢介護Gに所属す

る職員 

市税、国民健康保険料又は

介護保険料を徴収するため

実地に訪問し納入の督励及

び徴収事務 

0.6千円 日額 ２００円 

社会福祉事務手当 

(1) 生活援護Gに所

属する職員 

 

 

 

 

(2) 福祉G・高齢介

護G・こども育成室

に所属する職員 

 

 

(1)生活保護法の規定に基

づきその被保護者又は要

保護者の住居等を訪問し

て実地調査又は指導の業

務 

(2)上記以外で、援護、育成

又は更生の措置を要する

者等の家庭を訪問し、こ

れらの者に面接し本人の

環境等を調査し、保護そ

の他の措置の必要の有無

及びその種類を判断し本

人に対し生活指導を行う

等の業務 

14.9千円 

 

 

 

 

 

28.6千円 

 

 

 

日額 ３００円 

 

 

 

日額 ２００円 

 

 

 

 

 

下水処理作業手当 
下水道Gに所属する

職員 

管渠等での汚水、汚泥等の

しゅんせつ搬出作業 
11.5千円 日額 ５００円 
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行旅病人等収容護送

手当 

(1)、(2)生活援護G

に所属する職員 

(1)行旅病人の収容又は護

送 

(2)行旅死亡人の収容又は

護送 

実績なし 
１件 ５００円 

１件３，０００円 

死獣処理手当 
生活環境G・公園緑

地Gに所属する職員 

犬、猫その他これらに類す

るものの死体の処理作業 
354千円 １回 ５００円 

感染症防疫作業手当 
健康推進Gに所属す

る職員 
感染症の予防消毒作業 実績なし １回 ５００円 

危険手当 

(1)生活環境G・土木

Gに所属する職員 

(2) 教育総務G（校

務員）・公園緑地Gに

所属する職員 

(3) 都市計画Gに所

属する職員 

(1)交通を遮断することな

く道路上で行う作業 

(2)毒物及び劇物取締法規

定する薬品等を使用して

行う作業 

(3)地上５メートル以上の

足場の不安定な箇所で行

う作業 

939千円 日額 ５００円 

救急出動手当 
救急救命士の資格

を有する消防職員 
救急救命業務 2,097.5千円 １回 ５００円 

 
(5) 時間外勤務手当 

支 給 実 績 （H24年度決算） ６１，７４４千円 

職員１人当たり平均支給年額（H24年度決算）    ２２３千円 

支 給 実 績 （H23年度決算） ６０，０７０千円 

職員１人当たり平均支給年額（H23年度決算）    ２１７千円 

 
(6) その他の手当（平成２５年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

(H24年度決算) 

支 給 職 員  

１人当たり 

平均支給年額 

(H24年度決算) 

扶養手当 

配偶者         13,000円 

配偶者以外の扶養親族1人につき 

 6,500円 

（ただし、配偶者のない職員の場合には、

扶養親族のうち1人は11,000円） 

16歳から22歳の子がある場合の加算額       

1人につき 5,000円 

同じ  60,464千円 244,789円 

住居手当 

借家・借間居住者 

家賃が12,000円を超え23,000円まで 

家賃額に応じて最高11,000円 

家賃が23,000円を超える場合 

  家賃額に応じて最高27,000円 

同じ 

 

 

 

 

 

 

20,308千円 89,858円 

通勤手当 

交通機関等利用者 

運賃が 55,000 円以下については運賃相当

額（６箇月定期券相当分支給） 

自動車等交通用具使用者 

距離に応じて2,000円～24,500円 

同じ  24,245 千円 71,519円 
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管理職手当 
管理・監督の職にある職員の役職に応じて、

40,000円～80,000円 
異なる 

給料月額の

100分の25

を超えない

範囲内の額 

83,264千円 676,938円 

休日勤務 

手  当 

休日勤務１時間につき勤務１時間当たりの

給与額に100分の135を乗じて得た額 
同じ  18,259千円 414,962円 

 
５ 特別職の報酬等の状況（平成２５年４月１日現在） 

区     分 給 料 月 額 等                     

給 

 

料 

市     長 

 

副  市  長 

９００，０００円 

  （８１０，０００円） 

７６０，０００円 

  （６８４，０００円） 

（参考）類似団体における最高／最低額 

1,000,000円  ／   440,000円 

 

804,000円   ／   375,000円 

報 

 

酬 

議     長 

 

副  議  長 

 

議     員 

５５１，０００円 

（５２８，９６０円） 

４９４，０００円 

（４７４，２４０円） 

４７５，０００円 

（４５６，０００円） 

698,000円   ／   310,000円 

 

620,000円   ／   245,000円 

 

560,000円   ／   222,000円 

地 

域 

手 

当 

市     長 

副  市  長 

（H24年度支給割合） 

         １０％ 

期 

末 

手 

当 

市     長 

副  市  長 

 （H24年度支給割合） 

                ３．９５月分 

議     長 

副  議  長 

議     員 

 （H24年度支給割合） 

                ３．９５月分 

退 

職 

手 

当 

 

市     長 

 

副  市  長 

 

 （算定方式）                 （１期の手当額）    （支給時期） 

給料月額×４５／１００×在職月数  １９，４４０千円   任期ごと 

                 （１７，４９６千円） 

給料月額×３０／１００×在職月数  １０，９４４千円   任期ごと 

                 （ ９，８５０千円） 

（注）１ 給料、報酬及び退職手当の（ ）内は平成 23 年 7月に減額措置された後の金額です。 
      ２ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８

月）勤めた場合における退職手当の見込額です。 
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６ 職員数の状況 

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在） 

区 分 

部 門 

職 員 数 対前年 

増減数 
主 な 増 減 理 由 

H２４年 H２５年 

普 

 

通 

 

会 

 

計 

 

部 

 

門 

一 

 

般 

 

行 

 

政 

 

部 

 

門 

議  会 

総  務 

税  務 

労  働 

民  生 

衛  生 

農林水産 

商  工 

土  木 

４ 

７４ 

２２ 

１ 

６７ 

３１ 

３ 

３ 

２９ 

４ 

７４ 

２２ 

１ 

６６ 

３１ 

３ 

３ 

２８ 

０ 

０ 

０ 

０ 

△１ 

０ 

０ 

０ 

△１ 

  

  

  

  

 欠員不補充（△１） 

  

  

  

欠員不補充（△１） 

小計 ２３４ ２３２ △２ 
 ＜参考＞ 

人口 1万人当たり職員数    40.24 人 
（類似団体の人口 1万人当たり職員数 53.82 人） 

教育部門 ６７ ６５ △２ 欠員不補充（△２） 

消防部門 ７２ ７４ ２  業務増による（２） 

小  計 ３７３ ３７１ △２ 
 ＜参考＞ 

人口 1万人当たり職員数       64.35 人 
（類似団体の人口 1万人当たり職員数 72.62 人） 

公 

営 

企 

業 

等 

会 

計 

部 

門 

水  道 

  

下 水 道 

  

そ の 他 

１７ 

  

８ 

  

１９ 

１７ 

  

８ 

  

１９ 

０ 

  

０ 

  

０ 

   

  

  

  

小  計 ４４ ４４ ０   

合    計 
４１７ 

［４５５］ 

４１５ 

［４５５］ 
△２ 

 ＜参考＞ 

人口 1万人当たり職員数    71.98 人 

（注）１ 職員数は、一般職に属する職員数であり、教育長は含みません。 
      ２ ［   ］内は、条例定数の合計です。 
 

(2) 年齢別職員構成の状況（平成２５年４月１日現在） 

区分 
20 歳 

未満 

20 歳 

 

23 歳 

24 歳 

 

27 歳 

28 歳 

 

31 歳 

32 歳 

 

35 歳 

36 歳 

 

39 歳 

40 歳 

 

43 歳 

44 歳 

 

47 歳 

48 歳 

 

51 歳 

52 歳 

 

55 歳 

56 歳 

 

59 歳 

60 歳 

以上 
計 

職員数 0 人 19 人 47 人 40 人 12 人 33 人 77 人 60 人 30 人 33 人 64 人 0 人 415 人 

（注）職員数には、教育長を含みません。 
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(3) 職員数の推移（各年４月１日現在） 

                 （単位：人・％） 

   年度  

 

部門別 
H20 年 H21 年 H22 年 H23 年 H24 年 H25 年 過去５年間   

の増減数（率） 

一般行政 234 233 233 236 234 232 △2（△0.8%） 

教育 79 70 70 69 68 66 △13（△16.5%） 

消防 71 71 71 71 72 74 3（4.2%） 

普通会計計 384 374 374 376 374 372 △12（△3.1%） 

公営企業等会計計 46 46 45 44 44 44 △2（△4.3%） 

総合計 430 420 419 420 418 416 △14（△3.3%） 

 
（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。（定員管理調査で報告した各年度の職員数に

は、教育長１名を含んでいます。） 
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７ 公営企業職員の状況 

 
 水道事業 

① 職員給与費の状況 

ア 決算 

区 分 
総 費 用 

 
Ａ 

純損益又は実
質収支 

職員給与費 
 

Ｂ 

総費用に占める
職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

(参考)H23 年度の総
費用に占める職員
給与比率 

H24 年度 

千円 千円 千円 ％ ％ 

1,161,587 28,570 109,343 9.4 11.9 

 （注） 資本勘定支弁職員に係る職員給与費（16,856 千円）を含んでいません。 

  

区 分 
職員数 

Ａ 

給      与      費 一人当たり 

給 与 費 

Ｂ/Ａ 

（参考） 

類似団体平均 

一人当たり 

給 与 費 
給  料 職員手当 

期 末 ・ 

勤勉手当 
計  Ｂ 

H24 年度 16 人 
千円 

74,907 

千円 

19,886 

千円 

31,406 

千円 

126,199 

千円 

7,887 

千円 

6,258 

（注）１ 職員手当には退職手当を含んでいません。 

   ２ 職員数は、平成２５年３月３１日現在の人数です。 

 

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２５年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

大阪狭山市 

水道局 
５０．１歳 ４４４，４５０円 ６５２，２８５円 

団 体 平 均 ４５．２歳 ３５３，５３２円 ５２０，６９４円 

事 業 者   － 歳  －     円    －   円 

 （注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいます。 

 

③ 職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

大阪狭山市水道局 一般行政職 

１人当たり平均支給額（H24年度） 
            １，８４７千円 

１人当たり平均支給額（H24年度） 

            １，６４３千円 

（H２４年度支給割合） 
        期末手当      勤勉手当 
   ２．６０  月分  １．３５  月分 
    （１．４５）月分 （０．６５）月分 

（H24年度支給割合） 

        期末手当      勤勉手当 

   ２．６０ 月分  １．３５ 月分 

     （１．４５）月分 （０．６５）月分 

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算  ５～２０％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算  ５～２０％ 

 (注)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 
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イ 退職手当（平成２５年４月１日現在） 

大阪狭山市水道局 一般行政職 

（支給率）  自己都合    勧奨・定年 

勤続２０年 ２３．０３月分 ２８．７８７５月分 

勤続２５年 ３２．８３月分 ３８．９５５月分 

勤続３５年 ４６．５５月分 ５５．８６月分 

最高限度額 ５５．８６月分 ５５．８６月分 

 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（2％～20％加算） 

  
1 人当たり 

平均支給額   26,495 千円   25,248 千円 

（支給率）  自己都合    勧奨・定年 

勤続２０年 ２３．０３月分 ２８．７８７５月分 

勤続２５年 ３２．８３月分 ３８．９５５ 月分 

勤続３５年 ４６．５５月分 ５５．８６  月分 

最高限度額 ５５．８６月分 ５５．８６  月分 

 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（2％～20％加算） 

  

1人当たり 
平均支給額   18,347 千円  25,922 千円 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２４年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

ウ 地域手当（平成２５年４月１日現在） 

支 給 実 績（H24 年度決算） ８，２４２千円 

支給職員１人当たりの平均支給年額（H24 年度決算） ５１５千円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度(支給率) 

全地域 １０％ １６人 １０％ 

 

エ 特殊勤務手当（平成２５年４月１日現在） 

支給実績（H24年度決算） ０千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（H24年度決算） ０ 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（H24年度） ０．０ ％ 

手当の種類（手当数）       ２ 種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（H24年度決算） 

左記職員に対 

する支給単価 

徴収手当 
徴収業務に従事した

職員 
徴収業務 実績なし 日額 ２００円 

危険手当 
危険業務に従事した

職員 

毒物及び劇物取締法に

規定する薬品等を使用

して行う作業 

実績なし 日額 ５００円 

 

オ 時間外勤務手当 

支 給 実 績（H24 年度決算） １，６６３千円 

職員１人当たり平均支給年額（H24 年度決算） １８４千円 

支 給 実 績（H23 年度決算） ２，０８５千円 

職員１人当たり平均支給年額（H23 年度決算） ２０８千円 
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カ その他の手当（平成２５年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

一般行政 

職の制度 

との異同 

一般行政職 

の制度と 

異なる内容 

支給実績 

(H24年度決算) 

支給職員1人当たり 

平均支給年額 

(H24年度決算) 

扶 

養 

手 

当 

配偶者         13,000円 

配偶者以外の扶養親族1人につき 

 6,500円 

（ただし、配偶者のない職員の場合には、

扶養親族のうち1人は11,000円） 

16歳から22歳の子がある場合の加算額       

1人につき 5,000円 

同じ  2,186千円 198,682円 

住 

居 

手 

当 

借家・借間居住者 

家賃が 12,000 円を超え 23,000 円まで 

家賃額に応じて最高 11,000 円 

家賃が 23,000 円を超える場合 

 家賃額に応じて最高 27,000 円 

同じ  330千円 30,000円 

通 

勤 

手 

当 

交通機関等利用者 

運賃が55,000円以下については運賃相当

額（６箇月定期券相当分支給） 

自動車等交通用具使用者 

距離に応じて2,000円～24,500円 

同じ  1,661千円 103,789円 

管
理
職 

手 

当 

管理・監督の職にある職員の役職に応じ

て、50,000円～80,000円 
同じ  5,325千円 760,779円 

休
日
勤
務 

手 
 

当 

休日勤務１時間につき勤務１時間当たり

の給与額に100分の135を乗じて得た額 
同じ  － 千円 －  円 

 


